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海

法

に

お

け

る

國

家

性

と
國

際

性

-

高

田

源

清

O

、は

し

が

き

現
在

の
海
上
運
送
の
法
的
理
解
に
は
、
商
法
規
定
す
る
と
と
ろ
の
海
商
法
規
定

の
み
を
、
独
立

に
取
扱
う
の
み
で
は
不
適
當
で
あ
り
、

寧
ろ
海
上
運
送
活
動

に
関
す
る
諸
法
規

の
綜
合
的
理
解
と
研
討
の
上
に
行
う
と
と
が
妥
當
で
あ

る
か
ら
、
こ
」
で
は
敢
貞
て
海
商
法
に
於

け
ろ
問
題
と
限
定
せ
ず
、
廣
く
海
法
に
お
け
る
問
題
と
し
て
取
扱
う
所
以
で
あ

る
。

而
し
て
そ
の
海
法
に
於
て
慧
、
そ
の
最
大
の
特
性

の
一
と
し
て
、
國
際
性
乃
至
國
際
的
統

一
性
が
強
調
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本

稿
で
は
そ
の
國
際
性
は
他

の
多
く
の
諸
法
律
分
野
に
於
け
る
國
際
性
と
異
な
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ

の
こ
と
の
強
調
が
、
法

理
解

の
學
問
上
は
勿
論
、
解
釈
論
の
展
開
に
あ
た
つ
て
も
、
重
要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
い
。
更
に
そ

の
國
際
性
を
強
調
す
る
余
り
、

殆
ん
ど
問
題
に
さ
れ
な
い
、
國
家
性
乃
至
政
治
性
を
、
海
法
の

一
特
色
と
し
て
加
え
る
べ
き

こ
と
を
提
構
す
る
も

の
で
あ
る
。

!

(
註

一
)

各
國

で
は
、

一
般

に

「
海
法
」

(
M
a
r
i
t
i
m
e
 
l
a
w
,
 
S
e
e
r
e
c
h
t
,
 
 
d
r
o
i
t
 
m
a
r
i
t
i
m
e
,
 
d
i
r
i
t
t
o
 
m
a
r
i
t
t
i
r
n
e

)

と
言
う
文
字

が
使
用
さ
れ
、

「
海
商
法
」

(
S
e
e
h
a
n
d
e
l
s
r
e
c
h
t
,
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
 
m
a
r
i
t
i
m
e

)
が
使
用
さ
れ

る
こ
と
は
少

な
い
Q

之

に
対
し

て
、
わ
が
國
で
は
、
そ

の
基
幹
法
が
商
法
典
中
に
、
從

つ
て
海
商
法

と
し
て
規
定
さ
れ
、

又
そ
の
學
問
体
系
と
し
て
も
、
海
上
商
行
爲

活
動
と
私
企
業
体

に
、
重
點

が
存
し
續

け
た
干
係
も
あ

つ
て
か
.
殆
ん
ど
「
海
商
法
」

の
名
稽

の
下
に
、
私
商
法
体
系
と
し
て
の
み
研
究
さ
れ
、
宏

く
海
法
体
系

と
し

て
の
綜
合
的
研
究
は
少
く
、
唯
僅
か
に
、
松
波

仁

一
郎
博
士
な
ど
の
海
法
研
究

の
努
力
が
行

わ
れ
、
又
田
中
誠

二
博

士
は
實

質
的

意
義

の
海
商
法

の
研
究
の
緊
要
性

を
主
張
さ
れ
る
立
場

か
ら
、
多
少
海
法
的
な
研
討
を
行
わ
れ

て
い
る
だ
け

で
あ

る
Q
し
か
し
大
學

の
講
座
名
乏
し



て
は
、

周

の
政
治
的
理
由
も
あ

つ
て
で
は
あ
ろ
う
が
、

海
法
講
座

と
す
る
も

の
が
あ

り

(
例
え
ば
東
大
、

京
大

な
ど
,)
、

又
昭
和
廿
三
年
創
設

O

「
日
本
海
法
學
會
こ

な
ど
。が
存
す
る
。

(
註

二
)

例
え
ば
、
P
a
r
d
e
s
s
u
s
,
 
C
o
l
l
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
l
o
i
s
 
m
a
r
i
t
i
m
e
s
,
 
t
.
 
I
.
 
p
.
 
2

が
、
海
商
法

の
特
色

の
第

一
に
讃

一
性

(
l
'
i
m
m
u
a
h
i
l
i
t
e

o
u
 
u
n
i
f
o
r
m
i
t
e

)
を
掲

げ
、
他

に
不
動
性

(
l
'
i
m
m
u
a
h
i
l
i
t
e
)

)

及
び
慣

習
起
源
性

(
1
'
o
r
i
g
i
n
e
 
c
o
v
t
u
m
i
e
r
e

)

の
二
を
、

そ

の
特
色

と
し
て
學

げ

た
に
初
ま
り
、
G
.
 
R
i
p
e
r
t
,
 
D
r
o
i
t
 
M
a
r
i
t
i
m
e
,
 
1
9
2
4
 
P
.
 
9
0
 
i
s
v
.

な
ど
も
、
之
を
強
調

し
、

田
申
耕
太
郎
博
士
は

「
海
商
法

の
統

一
性

と
そ

の
理
論
的
基
礎
」

(加
藤
先
生
記
念
論
文
集

所
牧

二
二
七
頁
以
下
)

に
於
て
、
詳
細

に
こ
の
點

を
吟
味
高
揚
さ
れ
、

又
教
科
書

に
於

て
も
例
え
ば
小

町
谷
博
士
は
、
そ

の
海
商
法
要
義
○
○
頁

で
も
、
強
く
こ
の
點

を
そ

の
特
色

と
し

て
指
摘

さ
わ
、
更
に
松
本
蒸

治
博

士

「
海
商
法
」

一
一
頁
、
長
場

正
利

氏

「
商
法
体
系
、
海
商
編
、

一
二
頁
以
下
、

石
井
照
久
教
授

「
海
商
法
概

論
」

二
〇
頁
以
下

(但

し
、
特
質
で
は
な
く
傾
向

と
し
て
)
等
が
、

凡

て
こ
の
點

を
強
く
指
摘

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⇔

法

の

積

極

性
.
と

消

極

性

法
は
本
來
、
國
家
公
共
團
体
な
ど
の
政
治
政
策

の
具
現
で
あ
り
、
制
度
化
を
示
す
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
各
々
の
法
典
が
、
直
接
に
具

現
し
、
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
立
法
目
的
に
は
、
治
極
的
な
・も

の
と
、
積
極
的
な
も
の
が
あ
る
。
即
ち
國
民

一
般
が
通
常
行
う
と
こ
ろ

を
是
認
し
、
之
を
破
る
も
の
、
又
は
之
と
著
し
く
変
質
的
な
も
の
を
規
整
し
、
制
肘
す
る
に
止
ま
る
も
の
と
、
そ

の
法
典
の
定
立
に
よ
つ

て
、
新
し
く

一
定
の
生
活
活
動
を
行
う
と
と
を
強
制
し
、
指
導
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
例
え
ば
民
法
や
商
法
は
、
全
体
と
し
て
は
、
こ
の

消

極
的
な
秩
序
推
持
、
規
制
に
止
ま
る
法
典
で
あ
る
に
対
し

て
、
経
済
法
の
よ
う
な
も
の
は
、
そ
の
規
律
対
象

を
同

じ
分
野
に
お
き
な
が

ら
も
、
積
極
的
な
目
的
立
法
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
○
民
法
に
於
て
も
、
叉
商
法
に
於
て
も
、
些
細
に
研
討
す
れ
ば
、
そ
の
部
分
に
よ
つ
て
、
消
極
的
な
も
O
と
、
積
極
的
な



も

の
と
が
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ

る
を
待
な
い
。
例
え
ば
民
法
の
物
権
篇
で
は
、
こ
の
積
極
性
が
相
當
強
い
が
、
債
権
篇

で
は
そ
う
で
な
い

と
言
う
よ
う
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
こ
と
は
、
商
法
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
會
社
法
は
積
極
性
が
比
較
的
強
い
が
、
商
行
為
篇
は
溝

極
的
な
性
格
が
支
配
的
で
あ
る
。
そ
し
て
海
商
法
は
こ
の
意
味
で
は
中
間
的
で
あ
つ
て
、
比
較
的
に
積
極
性
を
認
め
得
る
分
野
で
あ
る
と

言

い
得
る
。

こ
の
法
の
消
極
性
と
積
極
性
は
、
他
面
、
法

の
任
意
法
性
と
、
強
行
法
性
に
も
、
密
接

に
つ
な
が
り
、
更
に
そ
の
積
極
的
、
張
行
的
な

も

の
に
も
、
い
わ
ゆ
る
命
令
法
規
的
な
も
の
と
、
効
力
法
規
的
な
も
の
と
が
あ
り
、
そ
の
つ
な
が
り
の
吟
味
は
興
味
深

い
も

の
が
存
す
る

茄
も
本
稿
で
は
、
こ
れ
の
相
關
関
係

に
深
く
鰯
れ
る
こ
と
を
避
け
て
、
そ
の
法
規
、
法
典
の
目
的
の
溝
極
性
と
積
極
性

の
著
し
い
差
異
が

あ
り
、
そ
の
差
異
は
勿
論
そ
の
立
法
目
的
に
よ
り
異
な
る
が
、
そ
の
法
規
、
法
典
の
持

つ
政
治
性
の
強
弱
を
示
す
も

の
と
し
て
、
更
に
そ

れ

は
多
く
の
場
合
、
そ
の
國
家
性
、
国
家
政
策
性
を
有
す
る
こ
と
の
強
弱
に
も
と
つ
く
こ
と
を
指
摘
す
る
に
止
め
る
。

(註
一
)

こ
の
間
題
の
一
般
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「立
法
法
學
の
必
要
性
」
法
政
研
究
十
九
巻
二
號
四
九
頁
以
下
、
特
に
こ
の
意
味
で
、
積
極
的
な
経
済

法
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
経
済
法
」
二
入
頁
以
下
参
照
o

(註
二
)

こ
の
問
題
の
幅
と
重
要
性
に
っ
い
て
は
、
拙
著

「
獨
裁
主
義
株
式
會
社
法
論
」
八
四
頁
以
下

「営
団
と
統
制
∵曾
」
二
〇
頁
等
参
照
。

⇔

法

一
般

に
於
け

る
国
家
性

と
海

法

の
国
家
牲

法
は
前
記
の
意
味
で
の
積
極
性
と
消
極
性
の
差
は
あ
れ
、

一
國
の
政
治
政
策
の
具
現
で
あ
る
限
り
、

政
治
性
を

保
有
す
る
も

の
で
あ

り
、
國
家
性
を
持

つ
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。
し
か
し

一
般
に
國
家
性
と
言
う
の
は
、
こ
の
積
極
性
の
強
い
も
の
の
み
を
指
稻
す
る
も
の
で

あ

つ
て
、
特
に
そ
れ
が
封
外
國
、
又
は
封
外
國
人
の
関
係
で
、
積
極
的
に

一
國
の
利
益

を
守
ろ
う
と
す
る
意
圖
の
強

い
法
分
野
が
あ
る
。

こ
れ
は
國
際
關
係
が
密
に
な
れ
ば
、
な
る
だ
け
こ
の
考
慮
が
重
大
と
な
る
性
質
、を
持

つ
て
い
る
。
即
ち
外
國
人
が
入
國
入
居
し
、
又
そ
の



外
國
人
及
び
外
國
法
人
な
ど
が
、
そ
の
國
で
企
業
活
動
を
行
う
と
と
と
な
る
と
、
例
え
ば
土
地
所
有
に
つ
き
、
叉
特
別
法
人
の
株
式
所
有

な
ど
に
つ
き
、
國
家
的
立
場
か
ら
の
考
慮
が
行
わ
れ
る
に
至
る
。
こ
x
に
主
と
し

て
外
國
人
叉
は
外
國
法
人
に
対
す
る

國
家
性
の
強
い
立

法
叉
は
規
定
が
生
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
一
で
あ
る
9

し
か
し
更
に
、
日
本
-
へが
、
そ
し
て
日
本
法
入
が
、
海
外
に
対
し

、
又
國
際
的
関
係

で
活
動
～
、
行
動
す
る
場
合

に
v
そ
の
如
き
日
本

-
、
又
は
日
家
法

人
の
利
益
を
十
分
に
守
る
た
め
に
、
立
法
努
力
の
行
わ
れ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
擁
護
は
、
必
ず

し
も
、
わ
が
國
の
國
内
立
法

の
み
で
は
十
分
そ
の
目
的
を
達
成
し
得
な
い
面
を
も
保
有
す
る
。

こ
x
に
國
内
法
に
よ
る
保
護

(例
え
ば
國

際

私
法
と
し
て
の
國
際
商
法
な
ど
)
と
共
に
、
國
際
條
約
に
よ
る
よ
る
保
謹
が
考
慮
さ
れ
る
。

更
に
重
要
な
の
は
、
上
記

の
二
者
で
は
な
く
、
實
は
第
三
種

の
も

の
で
あ
る
と
主
張
し
た
い
。
即
ち
そ
れ
は
上
記

の
如
く
、
日
本

に
於

け
る
外
國
尺
又
は
外
國
法
人
の
活
動
を
對
象
と
す
る
も
の
で
も
な
く
、
日
本
人
の
海
外
活
動
自
体
を
對
象
と
す
る
も

の
で
も
な
く
、

一
般

國
内
法
の
分
野
に
屬
し
な
が
ら
、
國
際
的
考
慮
か
ら
そ
の
國
家
性
即
ち
國
家
、
國
民
の
利
益
を
擁
護
す
る
こ
と
を
企
圖
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
立
法
分
野
で
あ
る
。
例
え
ば
、
わ
が
國

の
會
社
制
度
を
極
め
て
窮
屈
に
す
る
と
、
日
本
会
社

の
國
際
競
争
力
を
そ
れ
た
け
弱
め
る
こ
と

に
な
る
こ
と
に
因
る
考
慮
で
あ
る
。
又
あ
る
特
定
業
種

の
監
督
を
、
極
め
て
強
く
し
過
ぎ
る
と
、
そ
の
日
本
企
業
が
、
國
際
的
企
業
活
動

に
於
て
、
お
く
れ
を
と
り
、
ひ
い
て
は
日
本
経
済

に
著
し
い
不
利
益

を
招
來
す
る
結
果
と
な
る
と
言
う
こ
と
か
ら
す

る
國
内
法
、
國
内
企

業
法
に
示
さ
れ
る
國
家
性
な
の
で
あ
る
。

海
法
は
、
そ
の
性
格
上
、
前
記
第
二
の
意
味
で
の
國
家
性
の
強
く
考
慮
さ
れ
る
べ
き
分
野
で
あ
る
と
共
に
、
第
三

の
鷺
味
で
の
國
家
性

が
、
最
も
強
く
現
わ
れ
る
分
野
な
の
で
あ
る
。
こ

・
の
と
こ
ろ
が
、
他
の
法
律
分
野
に
対
し
て
特
徴
的
な
の
で
あ
る
。
蓋
し

一
國
の
海
運

力
は
、
そ
の
國
際
牧
支

の
バ
ラ

ン
ス
の
維
持
の
上
か
ら
、
極
め
て
重
大
な
意
味

と
役
割
と
を
持

つ
こ
と
は
、
今
更
論
證
を
用
い
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
こ
と
は
、
英
國
の
輸
入
超
過
を
填
補
し
イ
い
た
最
大

の
も
の
轍
そ
の
海
運
牧
入
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
が
今
次
戦
争

中
の
損
傷
に



よ

つ
て
昔
日
の
如
く
で
な
い
こ
と
が
、
今
日
の
英
國
経
済

を
困
難
な
ら
し
め
て
い
る
有
力
原
因
の

一
で
あ
る
し
、
わ
が
國
は
そ
れ
以
上
に

こ
の
海
運
牧
入

の
徹
底
低
下
で
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
、
明
白
で
あ
ろ
う
。

そ
の
上
に
潜
在
軍
事
力
特
に
海
軍
力

の
一
部
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
た
め
に
、
い
つ
れ
の
國
家
に
於
て
も
、
殆
ん
ど
例
外
な
く
、
そ
の
國

の
海
運
力
の
強
力
化
を
國
策
と
し
て
准
進
し
、
そ
の
た
め
に
直
接
に
そ
の
海
運
企
業
を
國
家
的
援
助
し
、
航
路
の
維
持
に
補
助
を
與
え
、

更

に
そ

の
物
的
基
礎
と
も
言
う
べ
き
優
秀
船
舶

の
保
有
の
た
あ

に
、
造
船
事
業
の
保
護
育
成
を
圖
り
、
更
に
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
自

國

の
海
蓮
業
者
が
そ
の
國
際
運
送
競
争
に
於
て
有
利
な
立
場
に
立

つ
こ
と
を
援
助
す
る
た
め
、
そ
の
業
者
の
責
任
を
軽
減
す
る
免
責
約
款

に

つ
い
て
寛
大
な
態
度
を
維
持
す
る
な
ど
の
立
法
熊
度
を
示
す
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
多
く

の
諸
國
で
そ
の
程
度

0
差
こ
そ
あ
れ
、
行

つ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
に
行

つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
わ
が
日
本
は
運
命
的
に
原
材
料

の
大
部
分
を
海
外
輸

入

に
仰
ぐ
必
要
が
あ
り
、
更
に
そ
の
製
品
も
そ
の
國
丙
消
費
の
み
で
は
な
く
、
海
外
市
場
に
送
り
返
す
必
要
の
あ
る
國
で
あ
る
だ
け
、
海

蓮

は
極
め
て
重
要
で
、
早
く
か
ら
上
記
の
如
き
保
護
政
策
力
特
に
強
く
押
し
進
め
て
來
た
の
は
自
然
で
あ
る
。
唯
、
敗
戦

と
共
に
、
こ
の

部
面
で
の
國
家
政
策

の
途
行
を

一
時
剥
奪
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
講
和
成
立
と
共
に
、
再
び
こ
の
部
面
で
の
國
家
性
の
強
い
政
策
が

と
ら
れ
初
め
て
行
く
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

(註
一
)

明
治
四
三
年
の

「外
國
人
の
土
地
所
有
権
に
關
す
る
件
」

(法
五
一
號
)
及
び
大
蕉
一
四
年
の
「外
國
人
土
地
法
」

(法
律
四
二
號
)
更
に
は

多
氏
の
特
殊
會
瀧
、
特
殊
銀
行
、
特
殊
企
業
体
法
な
ど
に
存
し
た
株
主
資
格
を
日
本
人
及
び
實
質
的
日
本
法
人
に
限
定
し
た
法
條
な
ど
も
、
こ
の
著

し
い
事
例
の
一
で
あ
る
o

(註
二
)

後
述
の
海
商
法
の
分
野
で
成
立
し
た
多
く
の
國
際
統

日條
約
は
、
こ
の
著
し
い
事
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
法
分
野
で
も
、
特
定
の
魚
類
、

獣
類
な
ど
の
捕
獲
禁
止
又
は
制
限
な
ど
の
條
約
が
こ
れ
で
あ
る
。

(粧
三
)

こ
わ
も
後
述
の
如
く
、
海
商
法
の
分
野
に
多
い
の
で
あ
る
が
、
萬
国
工
業
所
有
権
同
盟
條
約
と
、
日
本
の
不
笹
競
争
防
止
法
の
関
係
な
ど
・も
、

一

醒



こ

の
著

し
い
事
例

の

一
で
あ
る
。
荷
お
、

こ
の
闘

の
事
情

に
つ

い
て
は
、
拙
著

「
逐
條
新
商
法
総

則
」

三
〇
三
頁
以
下
参
照
。

(
註
四
)

こ
の
英

国

の
事
情

は
、
拙

著

「
経
済
法
」

一
〇

四
頁
以
下

に
解
説
し
た
と
こ
ろ

に
譲
る
。

而
し

て
、
わ
が
國
も
、
終
戦
ま

で
は
、
そ

の
輸
入
超
過
を
カ
バ
ー
す
る
最
も
有
力
な
國
際
牧
入
と
し
て
、
日
本
商
船
の
得

る
運
賃

収
入
が
あ

つ
た

こ
と
は
、
顯
著
な
事
實

で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
戦
争

中
の
商
船
喪
失
が
、
絡
戦
後

の
日
本
経
済

の
燧
迫

に
極
め
て
重
大
で
あ

つ
た

こ
と
は
、
そ

の

輸
入
品
が
多

く
は
重
量
物
で
あ

つ
た
だ
け
に
著

し
か
つ
た
こ
と
も
、
こ
わ
叉
多
ぐ
論
證

を
要

し
な

い
と
こ
ろ

で
あ
る
。

(
註
五
)

商
船

の
實
力
特

に
、
優
秀
商
船
隊

は
潜
在
海
軍
力

と
し

て
、
極
め
て
高
く
評
価

計
算

さ
れ
て
い
た
こ
と
も

、
著

し
い
事
實

で
あ

る
。

(
註
六
)
即

ち
早
く

は
、
朋
治
三
年

一
月
、
東
京
大
阪
間
の
定
期
航
路

を
開
設
し
た
廻
漕
會
旗
は
、
半
官
半
民

の
形
態

で
援
助
し
た
こ
と
に
初
ま
り
、
五

年

八
月
の
郵
便
蒸

氣
汽
船
會
雌
創
設
に
際

し
て
は
、
政
府
所
有
船
及
び
諸
藩
…か
ら

の
浸
牧

a
汽
船
を
沸
下
げ

て
援
助

し
、

七
年
四
月

に
は
、
台

轡
征

伐

の
た
め
に
外
國
か
ら
購
入
し
た
十
三
隻
の
汽
船
を
三
菱
商
會

に
委
託
し
、
後

に
こ
れ
を
無
償
沸
下
げ

て
い
る
。
そ
し
て
八
年
五
月
に
は
、
内
務
郷

大
久
保
利
通

の
管
船
事
務
及
び
海
運
行
政

に
つ
い
て
の
三
案

副
ち
け
官
営

、
¢⇒
官
民
合
同
経
営
、
⇔

民
営

の
三
案

を
謀
り
、
同
年
八
月
第

三
案

に
決

定
と
共
に
、
三
菱
商
會

に
鶏
舶
の
無
償
携
下
げ
を
行

い
、
更

に
自
後

十
五
ケ
年
毎
年

二
五
萬
圓

の
助
威
金

の
下
附

乞
決
定
し

て
い
る
。

又
十
年

二
月

に
け
西
南
役

て
は
三
菱
商
會
は
政
府
か
ら
補
助

金
を
得

て
汽
船
∴
隻
を
購
入
し
て
い
る
な

ど
が

こ
れ
で
あ
ろ
。

.更
に
十

五
年
七
月
、
風
帆
船
、
北
海
…道
運

輸
な
ど
四
社
喝を
合
併
創
設
さ
れ
た
共
同
蓮
輸
會

甦
に
は
、
そ
の
,総
賓
本
金
三
百
萬
圓

中
、
百
三
十
萬
圓

を
政
府
出
資
し
、

一
八
年
九
月

の
三
菱
會
耐

と
共
同
運
転

の
合
併
に
よ
る
日
本
郵
船
會

陣
成
立

に
は
補
助
金
下
附
を
決

し
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
同

會
社

の
横
濱

上
海
線
、
神
戸
浦
塩
線
、
神
戸
仁
川
線
、
神
戸
天
津
線

、
神
戸
牛
荘
線

を
凡

て
命
令
航
路

と
し
て
開
始
せ
し

め
た
。
そ

し
て
更
に

二
九

年
三
月
、
欧
洲
航
路
を
開
設

し
た
が
、
こ

紗
も
補
助
航
路

と
し
て
援
助

し
た
。
そ
し
て
制
度
的
に
も

廿
九
年
三
月

二
四
日
法
律

H
五
號
を
以
て

「
航

海
奨
励
法
」
を
制
定
し
、
同
年

十
月

か
ら
實
施
、
同
年
開
設

の
郵
船

の
米
國

航
路

、
濠
洲
航
路
を
、
更
に
三

一
年
開
設
の
東
洋
汽
船

の
北
米
桑
港
航

路
を
、
補
助
航
路
と
し
た
。
叉
三
二
年
同
法

の
改
正

で
強
化
し
た
。
更

に
四

二
年

三
月

二
五
目
法
律

一
五
號

「
遠
洋
航
路
補
助
法
」

を
制

定
、
四
三

年

日
月

か
ら
施
行

、
そ
の
補
助
金
は
四
三
年
凌

で
九

八
二
萬
圓

(
そ

の
中
郵

船
、
商
船
、
東
洋
汽
船

の
三
椎
が
九

四
二
萬
圓
)
が
出
さ
わ
た
こ
と

で



巻

、
そ

の
補
助
振
り
が
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
國
際
競
璽

の
熾
烈

化
と
、
各

船
會
社
間

の
不
要

の
競
雫
磨
摩
か
ら
來

る
國
際
的

不
利
益

を
回
避

さ
す

た
め
に
、
昭
和

三
年

の
海
運
業
組

合
聯
盟

の
創
設

、
五
年
三
月

の
三
井
な
ど
五
社

の
北
洋
材
積
取
同
盟
、
六
年

四
月

の
郵
船
、
商
船

の
提

携
協
定
成
立
、
同
年
十

一
月

の
太
平
洋
及
び

大
西
洋
各
蓮
賃
同
盟
な
ど
の
運
逡
又

は
蓮
賃
同
盟

の
結
成

を
援
助
助
成

し
初
め

た
と
こ
ろ

に
も
、
國
家
性
が
明
瞭

で
あ
る
が
、
昭
和

一
一
年

五
月
三

〇
日

に
は

「航
路
統
制
法
」

を
公
布

し
、
同
年

八
月

一
目
實
施
し
て
、
法
的
調
整
統
制

に
乗

り
出
し
た
。

そ
し
て
日
支
事
墜
発
生

に
因

り
、
十

二
年
九
月
十
日
臨
時
船
船
管

理
令
公
布
、
十
四
年
四
月
海
運
組
合
法
公
布
、
同

年
五
月
海
運

自
治
統
制
委
員

會
設
置
、
十

五
年

二
月

一
日
に
は
、
総
動
員
法

の
発
動

と
し
て

の
海
運
統
制
令
が
公
布
、
十
六
年

三
月
、
東
亜
海
運
株
式
會

職
法
公
布
、

一
七
年

三

月

二
五
日
職
時
海
運
管
理
令
公
布
、

町
月

一
目
船
舶
運
営
會
設
立
、

二
〇
年
五
月
に
は
大
本
営
に
海
運
総
監
部

設
置
、
百
屯
以
上

の
船
舶

と
港
脅

の

二
兀
的
運
営

と
な

り
、

八
月

一
日

に
は
船
舶
義
勇
戦
斗

隊
編
成
下
令
に
ま
で
至

つ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
立
法
経
過

の
中

に
も
、
海
運
業

の
國
家
性

の
動
き
方
が
面
目
躍
如

と
し
て
い
る
o

(
註
七
)

前
註
に
述

べ
た
よ
う

に
、

航
海
補
助
、

助
成
が
朋
治
初
期

か
ら
行
わ
わ
た
の
に
対
し

、

造
船
業
、に
対
す
る

も

の
は
、

割

に
お
く
れ
て
獲

足
し

た
。

こ
わ
は
わ
が
國

に
造
無
技
術

の
輪
入
が

お
く
わ
た
た
め
で
あ
る
が
、
初
め

は
官
営

主
義
を
示
し
た
こ
と
に
も
因

る
。
邸
ち
九
年
十
月
石
川
島

平

野
造
艇
所
創
立

(後

、
二
二
年

に
石
川
島
造
融
所

と
改
孤稚
)
、
十

一
年
三
月
に
東
京
川
崎
造
揚
所
創
立
、
十

七
年

に
藤
永

田
造
舶
所
創
立
、

二

一
年

小
野
造
船
鐵
工
所

な
ど
の
創
設
が
あ

つ
た
が
、
表

面
的

に
援
助

を
示
し
た
も

の
は
、
十
七
年
七
月

工
部
省
長
崎
工
作
分
室
を
三
菱

社
に
貸
与

、
二
C

年
六
月
之
を
払

下
げ

た
こ
と
、
叉

二
〇
年
七
月
、
同
じ
く
工
部
省
兵
庫
造
船
局

の
拂
下
げ

で
、
株
式
組
織

の
川
崎
造
船
所
を
創
立

し
た
。
而
し

て
こ

の
造
船
補
助

り
制

度
化
は
、
前
記
航
海
奨
鋤
法
と
同

じ
く
十
九
年
三
月

二
四
日
法
律

工

ハ
號

「
造
船
舅
勘
法
」

で
あ
つ
た
。
そ
し

て
同
法

は
四
二
年

に
改
正
さ
わ
、
そ
わ
が
大

正
六
年
奨
働
金
下
附

の
停
止
ま
で

つ
づ

い
て

い
た

(造
船
奨
.脚
法
は
七
年
九
月
三
〇
日
停
止
)
。

又
前

に
船
舶
安
全
の
た
め

の
取
締
検
査
法
規
に
は
、
明
治

一
七
年
太
政
官
布

告
三
〇
號

「
西
洋
形
船
舶
検

査
規

則
」

、
二
九
年
法
律

六
七
號

「
船

舶
検

査
法
」
な
ど

の
法
的
措
置
が
あ

つ
た
こ
と
を
附
記

し
た
い
。
.



而

し
て
旦
支
事
変

、
発
生

後

は
、

一
四
年

四
月
五
日

「
邉
船
事
業

法
」

の
制
定

公
布
と
共
に

「
船
舶
建
造
融
費
補
給
及
び
損
失
禰
償

法
」

を
公
布

し
、
更
に

一
七
年

一
月

に
は
重
要
産
業
圃
体
令

に
よ
る
造
船
統
制
命
設

立
、
同
年

二
月

に
は
、
造
船
事
務
職
時
特
例
を
公
布
し
て
封
虚
し

て
い
た
。

戸
註

八
)

削
ち
離
主
責
任

の
制
限

、
輕
減
、
そ

の
た
め
の
蓮
逡
契
約
な
ど
に
於
け

る
免
責
約
款

の
廣
範
囲

の
許
容
な
ど
に
よ
つ
て
、
國
際
的
競
争
力
を
加

え

る
こ
と
も
著
し
く
、
そ
わ
が
國
際
的
な
紛
争

と
も
な
り
、

又
は
対
抗

手
段
な
ど
と
し

て
、
種

々
の
こ
と
が
行
わ
わ
た

こ
と
は
、
世
界
に

っ
い
て
も

わ
が
國

に
付

い
て
も
余
り

に
も
著
名

で
あ

る
が
、

(
麻
生
平
八
郎
氏

「
海
蓮
及
海

蓮
政
策
」

一
五
九
頁
以
下
、
小
町
谷
操
三
博

士

「
海
商
法
要
義
」

上
窃

頁

以
下
、
田
中
誠

二
博
士

「
海
商
法
提
要
」

八
八
頁
以
下
、
同

「
海
商
法
」

四
九
頁
以
下
等
参
照
)
。

へ註
九
幻

そ

の
外
、
例
え
ば
船
舶

○
國
籍
取
得
に

つ
い
て
の
立
法
主
義

に

つ
い
て
も
、

そ

の
國
家
性

を
強
く
示
す
も

の
が
少
く
な

い
。
D
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,

わ
が
國

の
船
舶
法
は
勿
論
で
あ

る
が
、
諸
國
も
こ
の
點

は
同
様
で
あ

る
。
例
え

ば
英
國

の

一
六
五

一
年

の
航
海
條
例

に
初

め
て
示
さ
れ
た
自

国
民

の
所
有

、
自
國

の
製
造

、
自
國
民

の
乗
組
員

と

い
う
自
國
鶏
主
義

に
倣

つ
て
、
諸

國

の
立
法

の
多
く

は
、

こ
の
三
要
件
に

つ
き
強
弱

の
差

こ
そ
認
め
ら
れ
る
が
、
採
用
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
唯
そ
の
後
、
製
造
地
を
問
わ
ぬ
こ
と
と

し
て
い
る
立
法
が
比
較
的
に
多

い
。
即
ち
米
佛

は
自
國
民

の
所
有
と
海
員

を
重
視

し
、
英
獨
並
び
に
わ
が
國
は
自
國
民
所
有
を
重
親
す

る
立
法
態
度

を
示
し
て
い
る
。

即
ち
わ
が
船
舶

法
第

一
条

で
は
、
イ

目
本
國
民

の
所
有
船
舶
、
①
日
本

に
本
店
を
持

っ
商
事
會

社
で
、
合
名
会
社

で
は
そ

の
社
員

の
登
員

、
合
資

會

社
で
は
そ

の
.無
限
責
任
社
員

の
全
員
、
株
式
會
社
な
ら
ば
取
締
役

の
全
員
が
、
目
本
國
民
で
あ

る
も

の
の
所
有
船
舶
、
㈲
貝
本

に
主
た
る
事
務
所

を
持

つ
法
人
で
、
そ

の
代
表
者

の
全
員
が
日
本
國
民
で
あ
る
も

の
の
所
有
船
舶
、
を
以
て
日
本
船
舶
と
定

め
て
い
る
が
、
こ
れ

は
既
述
の
特
殊
会
社

な
ど

の
株
主
資
格

に
つ
い
て
の
國
籍
制
限

よ
り
も
、
強

い
こ
ど
に
注
目
す
ぺ
き

で
あ
る
。

而
し
て
、

こ
の
よ
う

に
し
て
限
定
さ
わ
た
自
國
船

の
み

に
、
洛
岸
航
路

の
專
用
権

を
認
め
、
不
開
港
場
な
ど

へ
の
自
由
な
る
田
入
な
認

め
、
更
に

關
…税
そ

の
他

の
諸
負
擔

の
上
で
、

外
國

船
と
差
別
優
遇
す

る
な
ど

の
こ
と
を
行
う

の
が
、

通
例
で
あ

る

(
船
船

法
三
條
、

二
三
條

、

開
港
港
則

一

條
、
關
税
法

二
三
條
、

一
八
條
、
逡
洋
航
路
補
助
法

一
條
乃
至

四
條
、
造
船
奨
働

法

一
條
等
参

照
)
。



⑭

法

一
般

に
於

け

る
国

際
性

と
海
法

の
国
際

性
辱

こ
」
に
法

の
國
際
性
と
、言
う
の
は
、
そ
の
世
界
共
通
性
、
叉
は
少
く
と
も
数
ケ
國
を
通
じ
て
の
共
通
性
、
近
接
性
で
あ
り
、
即
ち
法
に

於
け
る
國
際
的
統

一
的
傾
向
、
性
格
を
指
構
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
傾
同
は
、
世
界
人
類
の
交
通
が
頻
繁

に
な
り
、
そ
の
文
化
水

準

の
平
均
化
、
経
済
交
流

の
緊
密
化
に
比
例
し
て
、
強
く
な
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
近
代
諸
國
家
の
法
は
相
互
に
國

際
性
を
強
め
つ
転
あ
る
と
概
言
し
得
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な

一
般
的
傾
向
が
、
國
際
的
甥
立
の
激
化
、
更
に
は
戦
争
時
な
ど
に
は
、

一

時
的
に
蓮
行
す
る
こ
と
も
、
こ
れ
叉
屡

々
経
験
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
諸
外
國
の
法
制
が
相
互
に
研
究
さ
れ
、
理
解

さ
れ
る
に
至

つ
た
學

者

の
努
力
の
結
果
も

一
因
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
各
國
の
文
化
経
済

社
會
事
惰
の
近
接
化
に
よ
る
不
可
分
的

近
接
が
最
も
大
き
い

こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
よ
う
な
國
際
性
に
、
對
照
的
な
法

の
性
格
は
、
前
述
の
國
家
性
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
民
族
性
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

國
特
有
の
社
會
経
済

事
情

の
反
映
と
し
て
の
特
殊
性
な
の
で
あ
る
。

而
し
て
上
記
の
意
味
で
の

「
國
際
性
」
は
、
そ
の
國

の
國
際
的
環
境
と
立
場
に
因
る
こ
と
が
最
も
多
い
が
、
他
面
そ
の
法

の
分
野

に
依

り
、
そ
の
強
さ
を
異

に
す
る
こ
と
は
著
し
い
專
實
で
あ
る
。

一
般
に
身
分
関
係

の
親
族
法
、
相
続
法
、
更
に
は
土
地
に
謝
す
る
法
律
な
ど

に
は
、
こ
の
國
際
性
が
弱
く
、
民
法
で
も
債
権
法
、
取
引
法
の
分
野
、
そ
し
て

一
般
に
商
法
は
國
際
性

の
比
藪
的
強

い
分
野
と
さ
れ
る
。

特

に
商
法

一
般
が
、
こ
の
意
味

で
の
國
際
性

の
強
い
分
野
で
、
現
に
手
形
法
、
小
切
手
法
の
國
際
統

一
條
約
、
船
荷
證
巻
統

一
條
ば約
な
ど

多
く
の
條
約

の
成
立
の
外
に
、
慣
習
法
と
し
て
の
國
際
性
も
、
海
上
賣
買
そ
の
他
の
分
野
に
多
く
、
更
に
國
内
法
自
体
も
、
そ
の
國
と
経

濟
関
係

の
多
く
且
つ
密
接
な
國
の
法
制
に
接
近
す
る
努
力
も
没
し
得
な
い
。

(溢

一)

師
ち
商
法
の
特
性
と
し
て
、

一般
に
認
め
ら
寿
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

特
に
田
中
耕
太
郎
博
士

「世
界
法
の
理
論
」
第
三
巻
八
章
四
四
六
頁
以



下
、
特

に
四
八
八
頁
以
下
、
西
原
寛

一
博
士

「
口
本
商
法
論
」

一
巻

一
二

八
頁
以
下
.等
参
照
α

(
註

二
)

例
え
ば
海
上
売
買
に
於
け

る
f

o
b

.
c
i
f

の
売
買
、
又

は

い
わ
ゆ

る
ヨ
ー
ク

・
ア

ン
ト
ワ
ー
プ
規
則

(
一
九

二
四
年
)
、
海
牙
規

則

二

九
一
二

年
)
な
ど
が
、

こ
の
著
し

い
も

の
に
屬
す
る
。
樹

お
、
國
際
貿
易

に
關
聯

し
て
は
勿
論
、
國
際
的
な
再
保
険

、
手
形
流
通
、
證
券
流
通

に
關

し
て
も
、
多
く
成
立
す
る
。

(
註
三
)

例
え
ば
、
改

正
前

の
日
本
商
法
が
、
獨

の
商
法

に
做

つ
た
の
は
、
同
国
と

の
経
済
交
通

の
密
接
性

に
因
る
も

の
で
は
な
く
、
多
分

に
人
的
偶
然

的
要
素
に
も
因

つ
た
も

の
で
あ

る
が
、
同
じ
く
賓
本
主
義

に
お
く
わ

て
発
足

し
た
両
國

の
経
済
事
情

の
近
接

ボ
、

こ
の
繼
受
法
を
し
て
、
と
も
か
く

も
著
し

い
破

碇
を
示
さ
な
か

つ
た

一
因
と
言
い
得
よ
う
。
之
に
對

し
て
、
去
る
廿
五
年
五
月

の
商
法
改
正
、
特
に
株
式
會
社
法

の
改
正
は
、
単

に
被

占
領
、
指
令
的
改
正

の
性
格
を
持
ち
な
が
ら
も
、
他

の
法
律
よ
り
も
喜
ん
で
受
け
入
れ
ら
わ
た

日
面
の
あ

つ
た
所

以
の
も

の
は
、

ア
メ
リ
カ
と
の
経

濟
、
費
金
そ

の
他

の
緊
密
化

の
経
済
的
需
要

に
應
す
る

一
面
が
存
す
る
か
ら

に
外
な
ら
な
い
。

と

こ

ろ

が

、

こ

の
海

商

法

の
分

野

は
、

そ

の
商

法

中

に
於

て
も

、
特

に
國

際

性

の
強

い

こ
と

は

、
既

述

の
如

く

世

界

各

國

に

つ

い

て
も

一
般

に
認

め

ら

れ

て

い
る
特

色

で
あ

る

が

、

そ

の
國

際

性

は

、
単

に
海

商

的

分

野

に
止

ま

ら
す

、
船

舶

構

造

、

船

級

な

ど

の
技

術

法

的

分

野

か

ら

、

更

に
海

上

労

働
者

の
保
護

法

な

ど

に
も

及

ん

で

い

る
實

情

に
あ

る

こ

と
後

述

の
如

く

で
あ
」る
。

故

に
、

そ

れ

は
海

商

法

の
み

で

は
な

く

、
廣

く

海

法

全

般

に

亘

る
特

質

の

一
を
形

成

す

る
も

の

と
な

つ

て

い
る

の
で

あ

る

。

而

し

て

こ

の
海

法

全

般

に

つ
い

て

の

一
特

性

と
し

て

の
國

際

性

は
、、

し
ば

ら

く

お

く

と

し

て
も

、
海

商

法

の
分

野

で

の
國

際

性

を

そ

の

最

も

重

要

な

一
特

性

と
数

え

る

こ
と

に

は
、

世

界

の
諸

學

者

異

論

の
な

い
と

こ
ろ

で
あ

る

に
も

拘

ら
ず

、

そ

の
國
際

性

の
生

ず

る

理
由

に

つ

い
て

は
、

殆

ん

ど
例

外

な

く

、

海

上

活

動

の
國

際

的

環

境

性

か

ら
す

る
経
済

取

引

・
活

動

の
便

宜

の
た

め

と
す

る

よ
う

で
あ

娩
。)
そ

し

て
從

的

理
由

と
し

て
、

そ

の
他

の
技

術

的

、
社
会

政

策

的

理
由

な

ど

を
附

加

す

る

の
み

で
あ

る
.、
即

ち
要

は
、
、
そ

れ

は
專

ら
経
済

的

理

由

に
求

め

る
も

の

で
あ

る
と

言

い
得

る
。



(
註

一
)

例
え
ば
、
田
中
誠

二
博
士
は

「
海
商
法

の
統

一
性

の
根
據

は
、
そ

の
實
質
が
統

一
を
可
能

と
し
、
必
要

と
す

る
か
ら
で
あ

る
」
と
し
、

「
民
法

・の
大
部
分
が
各
国
民

に
依

91
差
異

の
存
す
る
の
は
、
宗
教
、
道
徳
、
傳
統

、
政
治
組
織
、
地
方
的
纏
済
状
態
等

の
反
射
た
る
が
爲

で
あ
る
」
、

「
海

商
法
に
於

て
は
か
」
る
こ
と
は
無

い
。
海
商
法

は
同

一
の
方
法

に
て
國
際
的

に
活
動

し
て
居

る
人
及
び
財
産
、
阿

一
の
状
態

に
於

て
、
國
際
的

に
営

ま
れ
る
企
業
、
同

一
の
危
険

に
対
す
る

取
扱

を
規
定
し
て
居

る
の
で
あ

つ
て
統

一
の
可
能
性

の
あ
る
の
は
當
然
で
あ
る
。
而
し

て
國
際
貿
易

の
護

達

に
従
ひ
海
商
法

に
關
…す

る
渉
外
的
法
律
関
係

の
発
生
す

る
こ
と
が
頻
繁

で
あ

る
か
ら
、
是
が
統

一
の
必
要
穴
な
る
ζ
と
も
疑
が
な

い
」

(
同
博
士
著

「
海
商
法
提
要

「
二
八
--
二
九
頁
、
樹

お
、

「
海
商

法
」

一
八
頁

以
下

に
も
同
趣
旨

の
説
明
を
さ
れ
て
い
る
)
。
そ
し
て
こ
の

一
般

的
立
場
か
ら
各

統

]
條
約

の
成
立
に
つ
い
て
の
理
由
附
け
に
於

て
も
、
同
様

で
あ
る

(同
上
、
提
要

八
九
頁
及
び

一
三
頁
並
に

ご
五
七
頁
等
参
照
)
。

而

し
て
、
小
町
谷
操

三
博
士
、
森
清
教
授
な
ど

の
諸
著

に
お

い
て
も
殆
ん
ど
同
じ
理
由
を
掲
げ
ら
わ
、
強
調
さ
わ
て

い
る

(
小
町
谷
、
海
商

法
要

義
、

森
、
海
商
法
原
論
」

一
六
頁

以
下
等
参
照
)
。

(
註
二
)

例
え
ば
後
掲

の
年
少
船
員
保
護

に
關

す
る
二
條
約
並

に
海
員
雇
入
れ
、
年
次
休
暇
、
紺
内
労
働

の
諸
條

約
な
ど
が
、

こ
の
意

味
で
注
目
す

べ
き

も

の
の

一
で
あ
る

。

し
か
し
筆
者
は
、
こ
の
海
商
法
の
分
野
に
於
け
る
國
際
性
の
櫨

っ
て
生
じ
た
因
由
と
し
て
は
、
他

の
諸
法
並
に
商
法

の
手
形
小
切
手
、

株
式
、
社
債
制
度
な
ど

の
國
際
性
の
場
合
と
全
く
異

つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
特

に
強
調
し
た
い
の
で
あ
る
。

即
ち
現
に
こ
の
分
野
で
國
際
條
約
の
成
立
し
て
い
る
の
は
、

一
九

一
〇
年
に

「
船
舶
衝
突
に
付
て
の
規
定

の
統

」
に
關
す
る
條
約
」
及

び

「
海
上
に
於
け
る
救
援
救
助
に
付
て
の
規
定
の
統

一
に
關
す
る
條
約
」
の
二
條
約
が
成
立
し
、

一
八
年

「
海
員

に
樹
す
る
職
業
紹
介
所

設
置
に
關
す
る
條
・約

一

(大
正

=

年

一
一
月
條
約
七
號
)
、
更
に
ご
四
年

に
は

「船
主
責
任
制
限
に
付
て
の
規
定

の
統

一
に
関
す
る
條

約
」
、

「船
荷
誰
徐
に
付
て
の
規
定
の
統

一
に
關
す
る
條
約
案
」
、
二
六
年
に

「
海
上
先
取
特
権
及
び
抵
當
権
に
付
て
の
規
定
の
統

一
に

關

す
る
條
約
」
の
各
條
約
が
成
立
し
た
。



わ
が
國
も
こ
れ
ら
の
諸
條
約
に
署
名
し
た
が
、
船
舶
衝
突
條
約
及
び
海
難
救
助
條
約
は
、
大
正
三
年
條
約
第

一
號
及
び
第
二
號
を
以
て

更
に
海
員
職
業
紹
介
の
そ
れ
は
、

大
正

一
一
年

二

月
の
條
約
第
七
號
で
公
布
さ
れ
た
が
、

後
の
三
者
は
未
批
准
の
ま

瓦
に

な

つ
て
い

(
三
)

る

c叉
同
じ
く
二
三
年
に
成
立
し
た
年
少
船
員
保
護
に
關
す
る
二
條
約
、
即
ち

「海
上
に
使
用
し
得
る
兄
童
の
最
低
年
齢
を
定
む
る
條
約

」

(
大
正

一
三
年
八
月
條
約
七
號
」
、
及
び

「
海
上
に
使
用
せ
ら
る
箋
児
童
及
び
年
少
者

の
強
制
体
格
検
査
に
關
す

る
條
約
」

(同
年
同
月

條
約
八
號
)
に
署
名
、
之
は
直
ち
に
條
約
と
し
て
實
施
し
た
。
叉
二
五
年
の

「
海
港

の
國
際
制
度
に
關
す
る
條
約
及
び
規
程
」

(大
正

一

五
年

一
〇
月
、
條
約
五
號
)
、
二
六
年
の

「
海
員
雇
入
契
約
に
關
す
る
條
約
、
海
員
の
逡
還
に
干
す
る
條
約

(未
批
准
)
、
更
に
三
六
年

商
船
上
の
船
舶
職
員
最
低
資
格
に
關
す
る
條
約
、
海
員
に
対
す
る

年
次
有
給
休
暇
に
關
す
る
條
約
、
船
内
労
働
時
間
及
び
定
員
制
に
關
す

る
條
約
、
海
員

の
傷
病
叉
は
死
亡
の
場
合
に
於
け
る
船
主
の
責
任
に
關
す
る
條
約
、
海
員

の
疾
病
保
険

に
關
す
る
條
約

(
い
ず
れ
も
未
批

准
)
な
ど
が
あ
る
。

そ
し
て
、
上
記
の
よ
う
な
條
約
に
よ
つ
て
威
文
化
し
、
又
は
成
文
化
を
豫
定
し
た
海
法
の
統

一
立
法
の
外
に
、
業
者
間
に
普
及
的
な
海

(
五
)

上
慣
習
法
と
し
て
の
、

ヨ
ー
ク

・
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
規
則
並
に
ハ
ー
グ
規
則
な
ど
諏、
存
す
る
の
で
あ
る
、

之
等

の
統

一
性
を
示
す
法
の
中
で
、
前
述
の
経
済
的
理
由
に
よ
る
こ
と
が
明
白
な
の
は
、.
慣
習
法
と
し
て
の
海

牙
規
則
並
に
ヨ
ー
ク
・

ア

ン
ト
ワ
ー
～
規
則
、
ア

ン
ト
ワ
ー
フ
規
則
の
外
は
、
先
取
特
権
に
關
す
る
も
の
位
で
あ
り
、
同
様
に
見
え
る
船
主
責
任
制
限
並
に
船
荷

誰
券
の
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
経
済

的
理
由
も
勿
論
存
す
る
が
、
そ
の
内
容

を
少
し
で
も
吟
味
す
る
な
ら
ば
、
直
ち

に
明
白
な
よ
う
に
、
國

際
競
争

に
よ
り
、
そ
の
責
任
を
輕
減
又
は
免
責
す
る
約
款
挿
入
の
競
争
に
よ
冬
運
賃
競
争
の
た
め
に
、
海
上
運
送
業
の
不
健
全
化
を
、
國

.際
條
約
を
以
て
停
戦
乃
至
休
戦
せ
し
め
た
も
の
で
あ
験
W
實
は
海
法
自
体
が
保
有
す
る
國
家
性
の
強
さ
の
弊
を
・
共
同
回
避
す
る
政
治
的

理
由
が
主
で
あ
り
、
更
に
衝
突
並
に
救
援
救
助
の
條
約
も
、
技
術
上
の
理
由
、
又
は
人
道
上
の
理
由
な
ど
か
ら
、

一
國
法
を
以
て
し
て
は
、



・
処
理
し

得

な

い
も

の
が

あ

る

た

め

、
政

治

的

に
國

際

條

約

に

よ
り

世

界

統

一
に
到
達

し

よ
う

と
し

た

も

の
で
、
,
こ
れ

叉
決

し

て
経
済

的

理

一

由

に

よ

る
も

の

で
は

な
い
。

呪

ん

や

海

上

年

少

労

働

者

の
保
護

に
閣

す

る
條

約

は
、

人

道

上

の
問

題

と
不

正

國

際

競
宰

の
回
避

の
意
味

こ

そ

あ

つ
た

に
し

て
も

、

こ
れ

又

前

記

の
如

き
経
済

的

理
由

を

主

と

す

る

も

の
で

な

い

こ

と
明

白

と
言

う

べ
き

で
あ

る
。

こ

の

よ
う

に
見
來

る
と

き

は
、

海

法

乃

至

海

商

法

に
於

け

る

統

一
性

、

國

際

性

の
嫉

つ
て
來

る

と

こ
ろ

の
も

の

は
、

他

の
諸

法

に
於

け

る
も

の
、
特

に
商

法

の
他

の
分

野

例

え

ば

手

形

法

、

小

切

手

法

な
ど

の
統

一
性

と

ば
、
全

く

異

つ
た
理

由

に

よ

る
こ

と
が
多

い
こ

と

を

知

る

の
で

あ

る
。

即

ち

そ

れ

は
、

そ

の

一
面

の
特

性

で
あ

る

國
家

性

の
強

い
た

め

で
、

國

際

的
不

正
競

争

σ
休

戦

と

い
う

意

味

を
持

つ
政

治

的

な

も

の
を

主

と
す

る

こ

と

で
あ

つ

て
、

手

形

や

、

證

券

の
統

一
に

関

す

る

如
き

、
経
済

界

の
要

求

に

ょ

る
も

の

で

微
な

く

、
反
対

に
経
済

界

の
要

望

に

反

し

て
統

一
さ
れ

る
人

爲

的

で
、

政

治

性

の
強

い
統

一
化

の
努

カ

に
因

つ
た

も

の
で

あ

る

こ

と

を
特

に
強

調

し

た

い

の

で
あ

る
。

そ

し

て

こ

の
立

場

を

は

つ
き

り

し

て

こ
そ

、
之

等

の
海

法

乃

至

海

商

法

の
解
釈

と
運

用

と
が

、
適

正

に
行

わ
れ

得

る

の

で
あ

つ
て
、

こ

の
事

情

を

考

慮

せ
す

、

叉

は
他

の

一
般

の
統

一
性

の
あ

る

法

の
場

合

と
同

じ

態

度

を

以

て
す

る

こ

と
は

、.
思

わ

ぬ

と

こ
ろ

で

重
大

な
過

誤

を

犯

す

と

と

に

な

る

可
能

性

が
強

い
。

筆

者

は

、

元

來

、

法

の
政

治

性

を
高

く
評
価

す

る
も

の

で
あ

り
、

從

つ
て
法

の
政

治

的
解
釈

の
必

要

性

を
強

く
主

張

す

る
も

の

で

は
あ
、る
が

、

そ

う

し

た

立

場

の
場

合

は

勿
論

で

あ

る

が

、

そ
う

で
な

い
立

場

に
立

た

れ

る

側

で
も

、

上

記

の
如

き

、

統

一
北

の
動

機

、

理

由

の
相

異

を

無

既

し

て
、
解
釈

運
用

す

る

こ

と

は
許

さ
れ

ぬ

と
考

え

る
た

め

に
、
敢

え

て
之

を

主

張

し

た

所

以

で
あ

る
。

(
註
三
)

此

の
種

の
諸
條
約
に
つ
い
て
は
、
早
く
よ
r
諸
外
國

に
於

て
は
勿
論
、
わ
が
国
に
於

て
も
研
究

紹
介
が
極
め
て
多

い
。
例
え
ば
田
中
誠

二
博
士

小
町
谷
操

三
博

士
、
大
橋
光
雄
傅
士
、
西
島
彌
太
郎
博

士
の
諸
著
な
ど

に
詳
論
さ
れ
て
い
る
。

(註

四
)

此
の
グ

ル
ー
プ

の
諸
條
約

に
つ
い
て
は
、
国
際
労

働
法

の
分
野

で
も
研
究
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
海
商
法

の
分
野

に
於
て
も
、

そ
の
海
上

企
業
者

の
業

務
執
行
補
助
者
と
し
て
、
運
送
関
係

者

と
密
接
な
関
係

を
生
す
る
故

に
、
他

の

一
般

の
労
働
者

の
場
合

と
異
な
る
わ
け
で
あ
る
。



へ計

五
)

こ

の
国
際

慣

習

法

と

し

て

の

ヨ
ー

ク

・
ア

ン
ト

ワ
ー

プ
規

則

に
關

し

て

は
、

極

め

て
多

く

の
研

究

が

行

わ

れ

て

い
る
。

例

え

ば

最
近

の
も

○

で

日

本

損
害
保
険

協

會

「
ヨ
ー

ク

・
ア

ン
ト
ワ

ー
プ
規

則

の
解
説

」

(
昭

和

十

七
佃
、
発
行
)

。

(註

六
)

勿

論
、

こ

の
船

舶

所

有

者
責

任
制

限

の
條

約

自

体

に

つ

い
て
は

、

そ

の
成

立

理

由

に
、
こ
の
點

を
述

べ

る

も

の
が

少

く

な

い

の
で

あ

る
が

(
例

え

ば

田

中

誠

二
博

士

「
海

商

法

」

一
九

頁

)
、

海

商

法

に
於

け

る
統

一
性

の
因

由

と

し

て
、

こ
わ

を
強

調

す

る

も

の
が

な

い

こ

と
を
遺

憾

と
す

る
も

の
で

あ

る
。

へ
註

'.「r」
)

特

に
既

述

D
年

少

魁

員
保

護

二
關

す

る
條

約

な
一漣一
に
著

し

、、∀O

(註

.6

前
掲

本

稿

、
第

三
節

参

照
。

(註

九

)

拙

稿

「
立

法

法
學

の
緊

要
性

」

法
政

研

究

】
九

巷

二
號

四
九

頁

以
下

並

に
拙

著

「
経
済

法

」

二

八
頁

以
下

な

ど

参

照

Q


